
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年２月１１日 ０９時００分ごろ 

発生場所 愛媛県新居浜市新居浜港北方沖 

 新居浜港多喜浜東防波堤灯台から真方位００３°１.８海里付近 

 （概位 北緯３４°０１.４′ 東経１３３°２０.３′） 

事故の概要  漁船金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸は、東北東進中、また、プレジャーボートサーフライ

ダーⅡ
ツー

は、錨泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年２月２４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 金比羅丸、４.９トン 

   ＥＨ３－４６３１２（漁船登録番号）、個人所有 

第２８１－４３６７２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート サーフライダーⅡ、３.８トン 

   ２８１－４１１９１愛媛、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部ハンドレールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 東流約０.６ノット（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、えびこぎ
．．．．

網漁の目的で、新居浜

市御代
み よ

島北方沖で操業を開始した。 

船長Ａは、約２.４kn の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵

によりえい
．．

網しながら東北東進中、右舷船首方にＢ船を認めたもの

の、Ｂ船の北側を通航できると思い、その後操舵室右舷後方の甲板上

で、時折、船首方を見ながら、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

船長Ａは、東への潮流に圧流されてＢ船に接近したので、左舵を取

ってＢ船を避けようとしたが、間に合わず、Ａ船の右舷船首部とＢ船

の右舷船首部が衝突した。 

Ａ船は、安全な海域で揚網した後、付近で操業していた家族と共に

衝突した船を捜索したが見つけることができず、家族が海上保安庁に

衝突した旨を通報した。 

船長Ａは、えい
．．

網への潮流の影響を考慮し、早めにＢ船を避ければ

良かったと、本事故後に思った。 

船長Ａは、約２年前に海技免許を取得してＡ船で漁業を始めてお



り、それ以前に漁業を行った経験がなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが乗り組み、知人４人を乗せ、釣りの目的で、新居

浜港北方沖の釣り場に向けて同港を出港した。 

 船長Ｂは、釣り場に着き、船首及び船尾から錨を投入して錨泊した

後、西方からＡ船が接近してきていることを認めたが、Ａ船が錨泊し

ているＢ船を避けてくれるだろうと思い、操舵室左舷後方の甲板上で

釣りをしながらＡ船の動静を見守った。 

 Ｂ船は、Ａ船が進路を変えずにＢ船の約２０～３０ｍまで接近して

来たので、船長Ｂが大声で叫ぶなどして注意喚起を行ったものの、甲

斐なくＡ船と衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船から離れて行き、また、損傷が船首部ハンド

レールの一部が曲損しただけで航行に支障がなかったので、錨を揚げ

て香川県丸亀
まるがめ

市沖の釣り場に移動して釣りを行った。 

 Ｂ船は、汽笛を備えていた。 

 船長Ｂは、事故直前に汽笛を使用してＡ船に注意喚起を行うことま

で気が回らなかったので、今後は早めに汽笛を使用して接近して来る

船舶に注意喚起を行おうと、本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、えい
．．

網しながら東北東進中、東に流れる約０.６knの潮流

がある中、船長ＡがＢ船の北側を通航できると思い、Ｂ船の近くを航

行したことから、潮流に圧流されてＢ船に接近し、避航しようとして

左舵を取ったものの間に合わず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、錨泊中、船長Ｂが、Ａ船が錨泊中のＢ船を避けてくれるだ

ろうと思い、釣りをしながら錨泊を続けたことから、接近するＡ船に

対して注意喚起を行ったものの、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、東に流れる約０.６knの潮流がある中、Ａ船が、えい
．．

網

しながら東北東進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが、Ｂ船の北側を通航で

きると思い、Ｂ船の近くを航行し、また、船長Ｂが、Ａ船が錨泊中の

Ｂ船を避けてくれるだろうと思い、釣りをしながら錨泊を続けたた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・小型漁船の船長は、他船を避航する際、漁具への潮流の影響を考

慮し、早めに避航動作をとること。 

・小型船舶の船長は、錨泊中、自船に接近する他船が自船を避けて

くれると思わず、汽笛等の注意喚起を行い、早めに衝突を避ける

ための動作を行うこと。 

 


